
一
頁

○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
六
号

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結

等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
四
項
、
第
八
条
第
九
項
、
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
十
七
条

第
一
項
、
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
並
び
に
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号

等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長
事
務
代
理

国
務
大
臣

上
川

陽
子

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の

凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則



二
頁

目
次第

一
章

公
告
及
び
指
定
（
第
一
条
―
第
十
六
条
）

第
二
章

公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
の
措
置

第
一
節

規
制
対
象
財
産
等
に
係
る
行
為
の
制
限
（
第
十
七
条
―
第
二
十
五
条
）

第
二
節

規
制
対
象
財
産
の
仮
領
置
（
第
二
十
六
条
―
第
三
十
二
条
）

第
三
節

資
料
の
提
出
そ
の
他
の
協
力
等
（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
五
条
）

第
三
章

雑
則
（
第
三
十
六
条
―
第
四
十
条
）

附
則

第
一
章

公
告
及
び
指
定

（
名
簿
記
載
に
係
る
公
告
事
項
）

第
一
条

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産

の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。



三
頁

一

名
簿
（
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
名
簿
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
た
者
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
名
簿
記
載
者
」
と
い
う
。
）
が
自
然
人
で
あ
る
場
合

名
簿
に
記
載
さ
れ
た
旨
、
名
簿
記
載
者
の
氏
名

、
別
名
、
称
号
、
役
職
、
生
年
月
日
、
出
生
地
、
国
籍
、
旅
券
番
号
及
び
住
所
、
名
簿
記
載
者
が
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
年

月
日
、
名
簿
記
載
者
の
公
告
に
係
る
番
号
（
以
下
「
名
簿
記
載
者
公
告
番
号
」
と
い
う
。
）
並
び
に
そ
の
他
参
考
と
な
る

べ
き
事
項

二

名
簿
記
載
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合

名
簿
に
記
載
さ
れ
た
旨
、
名
簿
記
載
者
の
名
称
、
別
名
、
旧
名
称

及
び
所
在
地
、
名
簿
記
載
者
が
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
年
月
日
、
名
簿
記
載
者
公
告
番
号
並
び
に
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き

事
項

（
公
告
事
項
の
通
知
の
方
法
）

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
公
告
事
項
通
知
書
を
送
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
公
告
事
項
の
変
更
に
係
る
通
知
の
方
法
）

第
三
条

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
二
号
の
公
告
事
項
変
更
通
知
書
を
送
付
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。



四
頁

（
名
簿
か
ら
の
抹
消
に
係
る
通
知
の
方
法
）

第
四
条

法
第
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
三
号
の
名
簿
抹
消
通
知

書
を
送
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
指
定
に
係
る
公
告
事
項
）

第
五
条

法
第
五
条
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
（
仮
指
定
（
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
仮
指
定
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

指
定
（
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
者
（
以
下
「
被
指
定
者
」
と
い
う
。
）

が
自
然
人
で
あ
る
場
合

指
定
を
す
る
旨
、
被
指
定
者
の
氏
名
、
別
名
、
称
号
、
役
職
、
生
年
月
日
、
出
生
地
、
国
籍
、

旅
券
番
号
及
び
住
所
、
指
定
に
係
る
番
号
（
以
下
「
指
定
番
号
」
と
い
う
。
）
、
指
定
の
有
効
期
間
、
指
定
の
根
拠
と
な

る
条
項
並
び
に
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

二

被
指
定
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合

指
定
を
す
る
旨
、
被
指
定
者
の
名
称
、
別
名
、
旧
名
称
及
び
所
在
地

、
指
定
番
号
、
指
定
の
有
効
期
間
、
指
定
の
根
拠
と
な
る
条
項
並
び
に
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項



五
頁

（
指
定
に
係
る
通
知
事
項
）

第
六
条

法
第
五
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
（
仮
指
定
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

被
指
定
者
が
自
然
人
で
あ
る
場
合

指
定
を
し
た
旨
、
被
指
定
者
の
氏
名
、
別
名
、
称
号
、
役
職
、
生
年
月
日
、
出
生

地
、
国
籍
、
旅
券
番
号
及
び
住
所
、
指
定
番
号
、
指
定
を
し
た
理
由
、
指
定
を
し
た
年
月
日
、
指
定
の
有
効
期
間
並
び
に

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

二

被
指
定
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合

指
定
を
し
た
旨
、
被
指
定
者
の
名
称
、
別
名
、
旧
名
称
及
び
所
在
地

、
指
定
番
号
、
指
定
を
し
た
理
由
、
指
定
を
し
た
年
月
日
、
指
定
の
有
効
期
間
並
び
に
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
指
定
に
係
る
通
知
の
方
法
）

第
七
条

法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
仮
指
定
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
別
記
様
式
第
四
号
の
指
定
通
知
書

を
送
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
指
定
に
係
る
公
告
事
項
の
変
更
に
関
す
る
通
知
の
方
法
）

第
八
条

法
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
仮
指
定
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
別
記
様
式
第
五
号
の
指
定
公
告
事



六
頁

項
変
更
通
知
書
を
送
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
指
定
の
有
効
期
間
の
延
長
に
係
る
公
告
事
項
）

第
九
条

法
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
指
定
の
有

効
期
間
を
延
長
す
る
旨
、
指
定
の
有
効
期
間
の
延
長
に
係
る
者
（
以
下
「
被
延
長
指
定
者
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
又
は
名
称

、
指
定
を
し
た
年
月
日
、
指
定
番
号
、
延
長
後
の
指
定
の
有
効
期
間
、
指
定
の
有
効
期
間
の
延
長
の
根
拠
と
な
る
条
項
及
び

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
と
す
る
。

（
指
定
の
有
効
期
間
の
延
長
に
係
る
通
知
事
項
）

第
十
条

法
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
指
定
の
有

効
期
間
を
延
長
し
た
旨
、
被
延
長
指
定
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
指
定
番
号
、
指
定
の
有
効
期
間
を
延
長
し
た
理
由
、
指
定
の

有
効
期
間
を
延
長
し
た
年
月
日
、
延
長
後
の
指
定
の
有
効
期
間
及
び
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
と
す
る
。

（
指
定
の
有
効
期
間
の
延
長
に
係
る
通
知
の
方
法
）

第
十
一
条

法
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
六
号
の
指
定
有

効
期
間
延
長
通
知
書
を
送
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。



七
頁

（
指
定
の
取
消
し
に
係
る
公
告
事
項
）

第
十
二
条

法
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
（
仮
指
定
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
指
定
を
取
り
消
す
旨
、
指
定
の
取
消
し
に
係
る
者
（
以
下
「
被
指
定
取
消
者
」
と
い
う
。
）
の

氏
名
又
は
名
称
、
指
定
を
し
た
年
月
日
、
指
定
番
号
、
指
定
の
取
消
し
の
根
拠
と
な
る
条
項
及
び
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き

事
項
と
す
る
。

（
指
定
の
取
消
し
に
係
る
通
知
事
項
）

第
十
三
条

法
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
（
仮
指
定
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
、
被
指
定
取
消
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
指
定
番
号
、
指
定
の
取
消
し
の

根
拠
と
な
る
条
項
、
指
定
を
取
り
消
し
た
年
月
日
及
び
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
と
す
る
。

（
指
定
の
取
消
し
に
係
る
通
知
の
方
法
）

第
十
四
条

法
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
仮
指
定
に
係
る
も
の
を
除
く
。

）
は
、
別
記
様
式
第
七
号
の
指
定
取
消
通
知
書
を
送
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
仮
指
定
に
係
る
公
告
事
項
及
び
通
知
事
項
等
）



八
頁

第
十
五
条

第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
及
び
第
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
仮
指
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
五
条

国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項

国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項

（
仮
指
定
（
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定

す
る
仮
指
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

第
五
条
第
一
号

指
定
（
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る

仮
指
定
に
係
る
者
（
以
下
「
被
仮
指
定
者
」

指
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る

と
い
う
。
）

者
（
以
下
「
被
指
定
者
」
と
い
う
。
）

指
定
に
係
る
番
号
（
以
下
「
指
定
番
号

仮
指
定
に
係
る
番
号
（
以
下
「
仮
指
定
番
号

」
と
い
う
。
）

」
と
い
う
。
）



九
頁

第
六
条
、
第
十
二
条
及
び
第

国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項

国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項

十
三
条

（
仮
指
定
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

第
七
条
、
第
八
条
及
び
第
十

の
規
定
に
よ
る
通
知
（
仮
指
定
に
係
る

の
規
定
に
よ
る
通
知

四
条

も
の
を
除
く
。
）

第
七
条

別
記
様
式
第
四
号
の
指
定
通
知
書

別
記
様
式
第
八
号
の
仮
指
定
通
知
書

第
八
条

別
記
様
式
第
五
号
の
指
定
公
告
事
項
変

別
記
様
式
第
九
号
の
仮
指
定
公
告
事
項
変
更

更
通
知
書

通
知
書

第
十
二
条

指
定
の
取
消
し
に
係
る
者
（
以
下
「
被

仮
指
定
の
取
消
し
に
係
る
者
（
以
下
「
被
仮

指
定
取
消
者
」
と
い
う
。
）

指
定
取
消
者
」
と
い
う
。
）

第
十
四
条

別
記
様
式
第
七
号
の
指
定
取
消
通
知
書

別
記
様
式
第
十
号
の
仮
指
定
取
消
通
知
書

（
意
見
の
聴
取
後
の
仮
指
定
の
取
消
し
）

第
十
六
条

国
家
公
安
委
員
会
は
、
法
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
仮
指
定
を
取
り
消
す
と
き
は
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す

る
第
十
二
条
に
規
定
す
る
事
項
を
官
報
に
よ
り
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。



一
〇
頁

２

法
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
仮
指
定
の
取
消
し
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
よ
っ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

３

国
家
公
安
委
員
会
は
、
法
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
仮
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
仮
指
定
を
取
り

消
さ
れ
た
者
の
所
在
が
判
明
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
に
規
定
す
る
事
項

を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
号
の
仮
指
定
取
消
通
知
書
を
送
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
章

公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
の
措
置

第
一
節

規
制
対
象
財
産
等
に
係
る
行
為
の
制
限

（
許
可
申
請
）

第
十
七
条

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
以
下
「
許
可
申
請
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第
十
一
号
の
許
可
申

請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
許
可
申
請
書
は
、
住
所
地
等
（
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
所
地
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
管
轄
す
る

警
察
署
長
（
日
本
国
内
に
住
所
地
等
が
な
い
と
き
は
、
当
該
許
可
申
請
に
係
る
行
為
に
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
を
管
轄

す
る
警
察
署
長
）
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一
一
頁

（
許
可
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
十
八
条

法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

許
可
申
請
に
係
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
及
び
場
所

二

許
可
申
請
に
係
る
行
為
の
相
手
方
と
の
関
係

三

取
得
財
産
（
法
第
十
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
取
得
財
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
取
得
方
法

四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
十
九
条

法
第
十
条
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

法
第
九
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
許
可
申
請
に
あ
っ
て
は
、
取
得
財
産
が
法
第
十
一
条
第
一

項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

法
第
九
条
第
五
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
許
可
申
請
に
あ
っ
て
は
、
当
該
行
為
が
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要

件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類



一
二
頁

三

代
理
人
に
よ
っ
て
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
権
限
を
証
す
る
書
類

（
許
可
証
の
様
式
）

第
二
十
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
証
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
二
十
一
条

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
許
可
証
を
交
付
し
た

都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
、
別
記
様
式
第
十
三
号
の
許
可
証
再
交
付
申
請
書
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
再
交
付
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
経
由
し

た
警
察
署
長
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
証
の
返
納
）

第
二
十
二
条

法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
を
返
納
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
四
号
の
許
可
証
返

納
理
由
書
に
当
該
許
可
証
を
添
え
て
、
当
該
許
可
証
を
交
付
し
た
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
返
納
理
由
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。



一
三
頁

（
支
払
禁
止
命
令
の
方
法
）

第
二
十
三
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
以
下
「
支
払
禁
止
命
令
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第
十
五
号

の
支
払
禁
止
命
令
書
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
支
払
禁
止
命
令
に
係
る
通
知
事
項
）

第
二
十
四
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
支
払
禁
止
命
令
を
し
た
旨
、
支
払
禁
止
命

令
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
、
支
払
禁
止
命

令
の
内
容
及
び
有
効
期
間
並
び
に
支
払
禁
止
命
令
を
し
た
理
由
と
す
る
。

（
支
払
禁
止
命
令
に
係
る
通
知
の
方
法
）

第
二
十
五
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
支
払
禁
止
命
令
通
知
書
を
送
付
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。

第
二
節

規
制
対
象
財
産
の
仮
領
置

（
規
制
対
象
財
産
の
提
出
命
令
の
方
法
）

第
二
十
六
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
別
記
様
式
第
十
七
号
の
規
制
対
象
財
産
提
出
命
令
書
を
交
付
し



一
四
頁

て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
仮
領
置
書
）

第
二
十
七
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
仮
領
置
を
し
た
公
安
委
員
会
は
、
当
該
仮
領
置
に
係
る
規
制
対
象
財
産
（

同
項
に
規
定
す
る
規
制
対
象
財
産
を
い
う
。
第
三
十
七
条
第
四
号
及
び
第
三
十
八
条
の
表
第
四
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）

を
提
出
し
た
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第
十
八
号
の
仮
領
置
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
公
安
委
員
会
は
、
当
該
仮
領
置
に
係
る
規
制
対
象
財
産
を
提
出
し
た
者
が
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス

ト
（
法
第
九
条
に
規
定
す
る
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
代
わ
っ
て
当
該
規
制
対
象
財
産
を
管
理
す

る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
所
在
が
判
明
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
に
対

し
、
前
項
の
仮
領
置
書
の
写
し
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
仮
領
置
し
た
規
制
対
象
財
産
の
引
継
ぎ
）

第
二
十
八
条

法
第
十
七
条
第
二
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
引
継

ぎ
は
、
別
記
様
式
第
十
九
号
の
仮
領
置
財
産
引
継
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
仮
領
置
し
た
規
制
対
象
財
産
の
引
継
ぎ
に
係
る
通
知
の
方
法
）



一
五
頁

第
二
十
九
条

法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
二
十
号
の
仮
領
置
財
産
引
継
通
知
書
を
交
付
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。

（
仮
領
置
に
係
る
規
制
対
象
財
産
の
返
還
申
請
）

第
三
十
条

法
第
十
七
条
第
三
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
二
十
一
号
の
仮
領
置
財
産
返
還
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
仮
領
置
財
産
返
還
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
規
制
対
象
財
産
が
法
第
十
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

代
理
人
に
よ
っ
て
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
権
限
を
証
す
る
書
類

３

第
一
項
の
仮
領
置
財
産
返
還
申
請
書
は
、
住
所
地
等
（
日
本
国
内
に
住
所
地
等
が
な
い
と
き
は
、
申
請
に
係
る
規
制
対
象

財
産
の
所
在
地
）
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
仮
領
置
し
た
規
制
対
象
財
産
の
返
還
方
法
）

第
三
十
一
条

法
第
十
七
条
第
四
項
、
第
五
項
又
は
第
七
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含



一
六
頁

む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
返
還
は
、
別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
仮
領
置
財
産
返
還
受
領
書
と
引
換
え
に
行
う
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
返
還
を
し
た
公
安
委
員
会
は
、
当
該
返
還
を
受
け
た
者
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は

、
そ
の
写
し
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
継
続
仮
領
置
書
）

第
三
十
二
条

法
第
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
二
十
三
号
の
継
続
仮
領
置
書
を
交
付
し
て
行
う
も

の
と
す
る
。

第
三
節

資
料
の
提
出
そ
の
他
の
協
力
等

（
資
料
提
出
等
要
請
書
）

第
三
十
三
条

法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
出
そ
の
他
必
要
な
協
力
の
求
め
を
書
面
に
よ
り
行
う
と
き
は
、
別
記
様

式
第
二
十
四
号
の
資
料
提
出
等
要
請
書
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

（
提
出
資
料
の
取
扱
手
続
）

第
三
十
四
条

公
安
委
員
会
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
別
記
様
式
第
二
十
五

号
の
提
出
資
料
目
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
公
安
委
員
会
は
、
そ
の
写
し
を
提
出
者



一
七
頁

に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

公
安
委
員
会
は
、
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
提
出
を
受
け
た
資
料
を
速
や
か
に
提
出
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
は
、
別
記
様
式
第
二
十
六
号
の
資
料
受
領
書
と
引
換
え
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
明
書
の
様
式
）

第
三
十
五
条

法
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
十
七
号
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
章

雑
則

（
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
を
相
手
方
と
す
る
行
為
の
制
限
に
係
る
命
令
の
方
法
）

第
三
十
六
条

法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
別
記
様
式
第
二
十
八
号
の
行
為
制
限
命
令
書
を
交
付
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。

（
国
家
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
事
項
等
）

第
三
十
七
条

法
第
二
十
三
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一

公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
氏
名
又
は
名
称
に
変
更
が
あ
っ
た
と
認
め
た
こ
と
。



一
八
頁

二

公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
住
所
又
は
所
在
地
に
変
更
が
あ
っ
た
と
認
め
た
こ
と
。

三

公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
居
所
地
が
判
明
し
た
こ
と
。

四

公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
が
規
制
対
象
財
産
（
法
第
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
規
制
対
象
財
産
を
い
う
。
次
条
の
表
第
四

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
し
た
（
法
の
規
定
に
よ
り
取
得
し
た
場
合
を
除
く
。
次
条
の
表
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
と
認
め
た
こ
と
。

五

特
定
金
銭
債
権
（
法
第
九
条
第
五
号
に
規
定
す
る
特
定
金
銭
債
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
の
表
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
発
生
し
た
と
認
め
た
こ
と
。

六

法
第
九
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
た
こ
と
。

七

法
第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
当
該
許
可
を
受
け
た
と
認
め
た
こ
と
。

八

許
可
申
請
を
受
け
た
こ
と
。

九

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
た
こ
と
。

十

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
を
受
け
た
こ
と
。

十
一

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
の
再
交
付
を
受
け
た
者
が
亡
失
し
た
許
可
証
を
発
見
し
、
又
は
回
復
し



一
九
頁

た
と
認
め
た
こ
と
。

十
二

法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
返
納
を
受
け
た
こ
と
。

十
三

法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
た
こ
と
。

十
四

法
第
十
五
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
た
こ
と
。

十
五

特
定
金
銭
債
権
に
対
し
強
制
執
行
に
よ
る
差
押
命
令
又
は
差
押
処
分
が
発
せ
ら
れ
た
と
認
め
た
こ
と
。

十
六

特
定
金
銭
債
権
に
対
す
る
差
押
え
が
法
第
九
条
（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
次
条
の
表
第
二
十
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
に
対
す
る
行
為
の
制
限
を
免
れ
さ
せ
る
目
的
で
さ
れ
た
と
認

め
た
こ
と
。

十
七

支
払
禁
止
命
令
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
た
こ
と
。

十
八

法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
た
こ
と
。

十
九

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
命
令
を
し
た
こ
と
。

二
十

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
た
こ
と
。

二
十
一

法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
受
け
た
こ
と
。



二
〇
頁

二
十
二

法
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
を
受
け
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
返
還
を
受
け
た
と
認

め
た
こ
と
。

二
十
三

法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
資
料
の
提
出
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
た
こ
と
。

二
十
四

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
に
対
し
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
た
こ
と
。

二
十
五

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
警
察
職
員
に
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
が
所
有
し
、
若
し
く
は
占
有
す
る
不
動

産
に
立
ち
入
ら
せ
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
た
こ
と
。

二
十
六

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
資
料
を
提
出
せ
ず
、
若
し
く
は
同
項
の
報
告

若
し
く
は
資
料
の
提
出
に
つ
い
て
虚
偽
の
報
告
を
し
、
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料
を
提
出
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
立

入
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は

虚
偽
の
陳
述
を
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
た
こ
と
。

二
十
七

法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
た
こ
と
。

二
十
八

法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
た
こ
と
。

二
十
九

法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
た
こ
と
。



二
一
頁

第
三
十
八
条

法
第
二
十
三
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

報
告
す
る
場
合

事

項

一

公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
氏
名
又
は
名
称
に
変

一

当
該
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
変
更
前
及
び
変
更
後
の
氏

更
が
あ
っ
た
と
認
め
た
と
き
。

名
又
は
名
称
並
び
に
名
簿
記
載
者
公
告
番
号
又
は
指
定
番
号

若
し
く
は
仮
指
定
番
号
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
指
定
番

号
等
」
と
い
う
。
）

二

変
更
が
あ
っ
た
時
期

三

変
更
が
あ
っ
た
と
認
め
た
理
由

二

公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
住
所
又
は
所
在
地
に

一

当
該
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
指
定

変
更
が
あ
っ
た
と
認
め
た
と
き
。

番
号
等

二

変
更
前
及
び
変
更
後
の
住
所
又
は
所
在
地

三

変
更
が
あ
っ
た
時
期



二
二
頁

四

変
更
が
あ
っ
た
と
認
め
た
理
由

三

公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
居
所
地
が
判
明
し
た

一

当
該
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
指
定

と
き
。

番
号
等

二

判
明
し
た
居
所
地

三

判
明
し
た
経
緯

四

公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
が
規
制
対
象
財
産
を
取

一

当
該
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
指
定

得
し
た
と
認
め
た
と
き
。

番
号
等

二

規
制
対
象
財
産
の
種
類
、
価
額
、
特
徴
及
び
所
在
地

三

当
該
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
が
規
制
対
象
財
産
を
取
得
し

た
年
月
日

四

当
該
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
が
規
制
対
象
財
産
を
取
得
し

た
と
認
め
た
理
由

五

特
定
金
銭
債
権
が
発
生
し
た
と
認
め
た
と
き
。

一

特
定
金
銭
債
権
の
債
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
指
定
番



二
三
頁

号
等

二

特
定
金
銭
債
権
の
債
務
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の

他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

三

特
定
金
銭
債
権
の
内
容

四

特
定
金
銭
債
権
が
発
生
し
た
年
月
日

五

特
定
金
銭
債
権
が
発
生
し
た
と
認
め
た
理
由

六

法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
し
た
と
き
。

一

許
可
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
指
定
番
号
等

二

許
可
を
し
た
年
月
日

三

許
可
に
係
る
番
号
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
許
可
番
号

」
と
い
う
。
）

四

許
可
に
係
る
行
為
の
内
容

五

許
可
を
し
た
理
由



二
四
頁

七

法
第
九
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た

一

違
反
行
為
を
し
た
者
の
氏
名
及
び
指
定
番
号
等
（
法
人
そ

と
認
め
た
と
き
。

の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
指
定
番
号
等
並
び

に
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
の

氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
）

二

違
反
行
為
の
概
要

八

法
第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
が
偽
り
そ
の
他

一

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
者
の
氏

不
正
の
手
段
に
よ
り
当
該
許
可
を
受
け
た
と
認
め

名
及
び
指
定
番
号
等
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、

た
と
き
。

そ
の
名
称
、
指
定
番
号
等
並
び
に
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し

て
当
該
許
可
を
受
け
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
）

二

許
可
番
号

三

許
可
に
係
る
行
為
の
内
容

四

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
の
内
容

九

許
可
申
請
を
受
け
た
と
き
。

一

許
可
申
請
を
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
指
定
番
号
等



二
五
頁

二

許
可
申
請
を
受
け
た
年
月
日

三

法
第
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

十

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付

一

許
可
に
条
件
を
付
さ
れ
、
又
は
こ
れ
を
変
更
さ
れ
た
者
の

し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
。

氏
名
又
は
名
称
及
び
指
定
番
号
等

二

許
可
番
号

三

許
可
に
係
る
行
為
の
内
容

四

許
可
の
条
件
（
こ
れ
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
変

更
前
及
び
変
更
後
の
当
該
条
件
）

五

許
可
に
条
件
を
付
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
年
月
日

六

許
可
に
条
件
を
付
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
理
由

十
一

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ

一

違
反
行
為
を
し
た
者
の
氏
名
及
び
指
定
番
号
等
（
法
人
そ

た
条
件
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
た
と

の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
指
定
番
号
等
並
び

き
。

に
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
の



二
六
頁

氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
）

二

許
可
番
号

三

許
可
に
係
る
行
為
の
内
容

四

許
可
の
条
件

五

違
反
行
為
の
概
要

十
二

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証

一

許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
を
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及

の
再
交
付
の
申
請
を
受
け
た
と
き
。

び
指
定
番
号
等

二

許
可
番
号

三

許
可
に
係
る
行
為
の
内
容

四

許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
を
受
け
た
年
月
日

五

許
可
証
を
亡
失
し
、
又
は
許
可
証
が
滅
失
し
た
時
期
、
場

所
及
び
経
緯

十
三

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
証

一

許
可
証
の
再
交
付
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
指



二
七
頁

を
再
交
付
し
た
と
き
。

定
番
号
等

二

許
可
番
号

三

許
可
に
係
る
行
為
の
内
容

四

許
可
証
を
再
交
付
し
た
年
月
日

五

許
可
証
を
再
交
付
し
た
理
由

十
四

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
証

一

当
該
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
指
定
番
号
等

の
再
交
付
を
受
け
た
者
が
亡
失
し
た
許
可
証
を
発

二

許
可
番
号

見
し
、
又
は
回
復
し
た
と
認
め
た
と
き
。

三

許
可
に
係
る
行
為
の
内
容

四

亡
失
し
た
許
可
証
の
交
付
年
月
日

五

再
交
付
し
た
許
可
証
の
交
付
年
月
日

六

亡
失
し
た
許
可
証
を
発
見
し
、
又
は
回
復
し
た
時
期
及
び

場
所

七

亡
失
し
た
許
可
証
を
発
見
し
、
又
は
回
復
し
た
と
認
め
た



二
八
頁

理
由

十
五

法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証

一

許
可
証
を
返
納
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
指
定
番
号

の
返
納
を
受
け
た
と
き
。

等
二

許
可
番
号

三

許
可
に
係
る
行
為
の
内
容

四

許
可
証
が
返
納
さ
れ
た
年
月
日

五

許
可
証
が
返
納
さ
れ
た
理
由

十
六

法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行

一

違
反
行
為
を
し
た
者
の
氏
名
及
び
指
定
番
号
等
（
法
人
そ

為
が
あ
っ
た
と
認
め
た
と
き
。

の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
指
定
番
号
等
並
び

に
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
の

氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
）

二

許
可
番
号

三

許
可
に
係
る
行
為
の
内
容



二
九
頁

四

違
反
行
為
の
概
要

十
七

法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消

一

許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
指
定
番

し
た
と
き
。

号
等

二

許
可
番
号

三

許
可
に
係
る
行
為
の
内
容

四

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

五

許
可
を
取
り
消
し
た
理
由

十
八

法
第
十
五
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ

一

違
反
行
為
を
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の

っ
た
と
認
め
た
と
き
。

団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
、
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該

違
反
行
為
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
）

二

違
反
行
為
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
指
定
番
号
等

三

違
反
行
為
の
概
要



三
〇
頁

十
九

特
定
金
銭
債
権
に
対
し
強
制
執
行
に
よ
る
差

一

特
定
金
銭
債
権
の
債
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
指
定
番

押
命
令
又
は
差
押
処
分
が
発
せ
ら
れ
た
と
認
め
た

号
等

と
き
。

二

特
定
金
銭
債
権
の
債
務
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の

他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

三

差
押
債
権
者
（
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
差
押
債

権
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
及

び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、

代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

四

特
定
金
銭
債
権
の
内
容

五

差
押
命
令
又
は
差
押
処
分
が
発
せ
ら
れ
た
年
月
日

六

差
押
命
令
を
発
し
た
執
行
裁
判
所
又
は
差
押
処
分
を
し
た

裁
判
所
書
記
官
の
所
属
す
る
簡
易
裁
判
所
の
名
称
及
び
所
在



三
一
頁

地
七

差
押
命
令
又
は
差
押
処
分
が
発
せ
ら
れ
た
理
由

二
十

特
定
金
銭
債
権
に
対
す
る
差
押
え
が
法
第
九

一

特
定
金
銭
債
権
の
債
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
指
定
番

条
の
規
定
に
よ
る
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
に
対
す

号
等

る
行
為
の
制
限
を
免
れ
さ
せ
る
目
的
で
さ
れ
た
と

二

特
定
金
銭
債
権
の
債
務
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の

認
め
た
と
き
。

他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

三

差
押
債
権
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
）

四

特
定
金
銭
債
権
の
内
容

五

差
押
え
が
さ
れ
た
年
月
日

六

差
押
命
令
を
発
し
た
執
行
裁
判
所
又
は
差
押
処
分
を
し
た



三
二
頁

裁
判
所
書
記
官
の
所
属
す
る
簡
易
裁
判
所
の
名
称
及
び
所
在

地
七

差
押
え
が
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス

ト
に
対
す
る
行
為
の
制
限
を
免
れ
さ
せ
る
目
的
で
さ
れ
た
と

認
め
た
理
由

二
十
一

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
命
令

一

命
令
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団

を
し
た
と
き
。

体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
）

二

命
令
に
係
る
差
押
債
権
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の

他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

三

命
令
に
係
る
特
定
金
銭
債
権
の
債
権
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
指
定
番
号
等



三
三
頁

四

命
令
に
係
る
特
定
金
銭
債
権
の
内
容

五

命
令
を
し
た
年
月
日

六

命
令
の
有
効
期
間

七

命
令
を
し
た
理
由

二
十
二

支
払
禁
止
命
令
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ

一

違
反
行
為
を
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の

た
と
認
め
た
と
き
。

団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
、
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該

違
反
行
為
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
）

二

命
令
に
係
る
差
押
債
権
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の

他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

三

命
令
に
係
る
特
定
金
銭
債
権
の
債
権
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
指
定
番
号
等



三
四
頁

四

命
令
に
係
る
特
定
金
銭
債
権
の
内
容

五

命
令
を
し
た
年
月
日

六

命
令
の
有
効
期
間

七

違
反
行
為
の
概
要

二
十
三

法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
命
令

一

命
令
を
取
り
消
さ
れ
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の

を
取
り
消
し
た
と
き
。

他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

命
令
に
係
る
差
押
債
権
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の

他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

三

命
令
に
係
る
特
定
金
銭
債
権
の
債
権
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
指
定
番
号
等
（
法
第
十
六
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
直
近
に
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
で
あ
っ



三
五
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た
と
き
の
指
定
番
号
等
）

四

命
令
に
係
る
特
定
金
銭
債
権
の
内
容

五

命
令
を
し
た
年
月
日

六

命
令
の
有
効
期
間

七

命
令
を
取
り
消
し
た
年
月
日

八

命
令
を
取
り
消
し
た
理
由

二
十
四

法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に

一

規
制
対
象
財
産
を
所
持
し
て
い
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及

該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
。

び
指
定
番
号
等

二

公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
に
代
わ
っ
て
規
制
対
象
財
産
を
管

理
す
る
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者

の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

三

法
第
十
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
部



三
六
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分
の
規
制
対
象
財
産
の
種
類
、
価
額
、
特
徴
及
び
所
在
地

四

公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
が
所
持
し
て
い
る
規
制
対
象
財
産

が
法
第
十
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と

認
め
た
理
由

二
十
五

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
命
令

一

命
令
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
指
定
番
号
等
（

を
し
た
と
き
。

そ
の
者
が
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
に
代
わ
っ
て
規
制
対
象
財

産
を
管
理
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
氏
名
及

び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、

代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
）

二

命
令
に
係
る
規
制
対
象
財
産
の
種
類
、
価
額
、
特
徴
及
び

所
在
地

三

命
令
を
し
た
年
月
日

四

命
令
を
し
た
理
由



三
七
頁

二
十
六

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
仮
領

一

仮
領
置
に
係
る
規
制
対
象
財
産
を
所
持
し
て
い
た
者
の
氏

置
し
た
と
き
。

名
又
は
名
称
及
び
指
定
番
号
等

二

仮
領
置
に
係
る
規
制
対
象
財
産
の
種
類
、
価
額
、
特
徴
及

び
仮
領
置
前
の
所
在
地

三

仮
領
置
を
し
た
年
月
日

四

仮
領
置
を
し
た
理
由

二
十
七

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

一

違
反
行
為
を
し
た
者
が
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
で
あ
る
場

に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
た
と
き
。

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
氏
名
及
び
指
定
番
号
等
（
法
人
そ
の

他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
指
定
番
号
等
並
び
に

役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
の
氏

名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
）

二

違
反
行
為
を
し
た
者
が
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
に
代
わ
っ

て
規
制
対
象
財
産
を
管
理
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は



三
八
頁

、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は

、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

並
び
に
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た

者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
）

三

命
令
に
係
る
規
制
対
象
財
産
の
種
類
、
価
額
、
特
徴
及
び

所
在
地

四

命
令
を
し
た
年
月
日

五

違
反
行
為
の
概
要

二
十
八

法
第
十
七
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

一

仮
領
置
に
係
る
規
制
対
象
財
産
を
所
持
し
て
い
た
者
の
氏

仮
領
置
し
た
と
き
。

名
又
は
名
称
及
び
指
定
番
号
等

二

仮
領
置
に
係
る
規
制
対
象
財
産
の
種
類
、
価
額
及
び
特
徴

三

仮
領
置
を
し
た
年
月
日

四

引
継
ぎ
を
し
た
公
安
委
員
会
の
名
称



三
九
頁

五

仮
領
置
を
し
た
理
由

二
十
九

法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

一

申
請
を
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
指
定
番
号
等

を
受
け
た
と
き
。

二

申
請
を
受
け
た
年
月
日

三

申
請
に
係
る
規
制
対
象
財
産
の
種
類
、
価
額
及
び
特
徴

三
十

法
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
を

一

返
還
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
指
定
番
号
等

し
た
と
き
。

二

返
還
に
係
る
規
制
対
象
財
産
の
種
類
、
価
額
及
び
特
徴

三

返
還
を
し
た
年
月
日

四

返
還
を
し
た
理
由

三
十
一

法
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
返
還

一

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
返
還
を
受
け
た
者
の
氏

を
受
け
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り

名
及
び
指
定
番
号
等
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、

返
還
を
受
け
た
と
認
め
た
と
き
。

そ
の
名
称
、
指
定
番
号
等
並
び
に
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し

て
当
該
返
還
を
受
け
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
）

二

返
還
に
係
る
規
制
対
象
財
産
の
種
類
、
価
額
及
び
特
徴



四
〇
頁

三

返
還
を
し
た
年
月
日

四

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
の
内
容

三
十
二

法
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
返
還

一

返
還
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
そ
の
者
が
直
近

を
し
た
と
き
。

に
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
き
の
指
定
番
号
等
（

返
還
を
受
け
た
者
が
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
で
な
く
な
っ
た

者
以
外
の
規
制
対
象
財
産
の
返
還
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る

者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人

そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名

及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
並
び
に
公
告
国
際
テ
ロ
リ

ス
ト
で
な
く
な
っ
た
者
と
の
関
係
）

二

返
還
に
係
る
規
制
対
象
財
産
の
種
類
、
価
額
及
び
特
徴

三

返
還
を
し
た
年
月
日

三
十
三

法
第
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
仮
領

一

仮
領
置
に
係
る
規
制
対
象
財
産
の
返
還
を
受
け
る
権
利
を



四
一
頁

置
し
た
と
き
。

有
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
指
定
番
号
等

二

仮
領
置
に
係
る
規
制
対
象
財
産
を
所
持
し
て
い
た
者
で
あ

っ
て
、
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
で
な
く
な
っ
た
も
の
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
そ
の
者
が
直
近
に
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
で

あ
っ
た
と
き
の
指
定
番
号
等

三

仮
領
置
に
係
る
規
制
対
象
財
産
の
種
類
、
価
額
及
び
特
徴

四

仮
領
置
を
し
た
年
月
日

五

仮
領
置
を
し
た
理
由

三
十
四

法
第
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
返
還

一

返
還
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
指
定
番
号
等

を
し
た
と
き
。

二

返
還
に
係
る
規
制
対
象
財
産
を
所
持
し
て
い
た
者
で
あ
っ

て
、
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
で
な
く
な
っ
た
も
の
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
そ
の
者
が
直
近
に
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
で
あ

っ
た
と
き
の
指
定
番
号
等



四
二
頁

三

返
還
に
係
る
規
制
対
象
財
産
の
種
類
、
価
額
及
び
特
徴

四

返
還
を
し
た
年
月
日

五

返
還
を
し
た
理
由

三
十
五

法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
資
料
の
提
出

一

資
料
の
提
出
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
た
者
の
氏
名
及

そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
た
と
き
。

び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、

代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

資
料
の
提
出
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
た
年
月
日

三

資
料
の
提
出
そ
の
他
必
要
な
協
力
の
求
め
の
内
容

三
十
六

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告

一

当
該
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
指
定

国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
に
対
し
報
告
又
は
資
料
の
提
出

番
号
等

を
求
め
た
と
き
。

二

報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
た
年
月
日

三

報
告
又
は
資
料
の
提
出
の
求
め
の
内
容

三
十
七

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
警
察

一

当
該
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
指
定



四
三
頁

職
員
に
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
が
所
有
し
、
若
し

番
号
等

く
は
占
有
す
る
不
動
産
に
立
ち
入
ら
せ
、
帳
簿
書

二

立
入
検
査
を
し
た
年
月
日

類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
又
は
関
係

三

立
入
検
査
を
し
た
場
所

者
に
質
問
さ
せ
た
と
き
。

四

質
問
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

五

立
入
検
査
又
は
質
問
を
し
た
結
果
の
内
容

三
十
八

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て

一

違
反
行
為
を
し
た
者
が
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
で
あ
る
場

報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
資
料
を
提
出
せ
ず
、
若

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
氏
名
及
び
指
定
番
号
等
（
法
人
そ
の

し
く
は
同
項
の
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
に
つ

他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
指
定
番
号
等
並
び
に

い
て
虚
偽
の
報
告
を
し
、
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料

役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
の
氏

を
提
出
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査

名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
）

を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は

二

違
反
行
為
を
し
た
者
が
公
告
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
以
外
の
者

同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ

、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
す
る
行
為
が
あ
っ
た

の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
、



四
四
頁

と
認
め
た
と
き
。

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し

て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日

）
三

違
反
行
為
の
概
要

三
十
九

法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
情
報
の
提

一

情
報
の
提
供
又
は
指
導
若
し
く
は
助
言
を
受
け
た
者
の
氏

供
又
は
指
導
若
し
く
は
助
言
を
し
た
と
き
。

名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

情
報
の
提
供
又
は
指
導
若
し
く
は
助
言
の
内
容

三

情
報
の
提
供
又
は
指
導
若
し
く
は
助
言
を
し
た
年
月
日

四

情
報
の
提
供
又
は
指
導
若
し
く
は
助
言
を
し
た
理
由

四
十

法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に

一

法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
違
反
行
為
を
し
た
者

該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
。

の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び



四
五
頁

に
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
の

氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
）

二

情
報
の
提
供
又
は
指
導
若
し
く
は
助
言
の
内
容

三

情
報
の
提
供
又
は
指
導
若
し
く
は
助
言
を
し
た
年
月
日

四

法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と

認
め
た
理
由

四
十
一

法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合

一

法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
違
反
行
為
を
し
た
者

に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
。

の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び

に
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
の

氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
）

二

法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と

認
め
た
理
由



四
六
頁

四
十
二

法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
命
令
を
し

一

命
令
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団

た
と
き
。

体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
）

二

命
令
の
根
拠
と
な
る
条
項

三

命
令
を
し
た
年
月
日

四

命
令
を
し
た
理
由

四
十
三

法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違

一

違
反
行
為
を
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の

反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
た
と
き
。

団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
、
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該

違
反
行
為
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
）

二

違
反
行
為
に
係
る
条
項

三

命
令
を
し
た
年
月
日

四

違
反
行
為
の
概
要



四
七
頁

（
損
失
補
償
の
申
請
）

第
三
十
九
条

法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
損
失
の
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
二
十
九
号
の
損
失
補
償

申
請
書
を
国
家
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
民
間
事
業
者
等
へ
の
情
報
の
提
供
等
）

第
四
十
条

国
家
公
安
委
員
会
は
、
国
際
的
な
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
行
為
の
防
止
及
び
抑
止
の
重
要
性
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
を
深

め
、
も
っ
て
法
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
適
正
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
民
間
事

業
者
そ
の
他
の
者
に
対
し
、
必
要
な
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
十
月
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



別記様式第１号（第２条関係）

（表）

第 号

公 告 事 項 通 知 書

年 月 日

殿

国家公安委員会 印

下記の者が名簿に記載されたので、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等

を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第３条第

１項の規定により、下記のとおり通知する。

記

氏 名 又 は 名 称

別 名

旧 名 称

称 号

役 職

生 年 月 日



（裏）

出 生 地

国 籍

旅 券 番 号

住 所 又 は 所 在 地

名簿に記載された

年月日
年 月 日

名簿に記載された旨

を公告した年月日
年 月 日

名簿記載者公告番号

その他参考となる

べき事項

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する
こと。

２ 名簿に記載された者が自然人である場合には、「旧名称」欄の記載は要しない。
３ 名簿に記載された者が法人その他の団体である場合には、「称号」、「役職」、「生
年月日」、「出生地」、「国籍」及び「旅券番号」欄の記載は要しない。

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第２号（第３条関係）

第 号

公 告 事 項 変 更 通 知 書

年 月 日

殿

国家公安委員会 印

公告事項通知書（ 年 月 日第 号）に係る者に関し、公告さ

れた事項に変更があったので、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏ま

え我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第３条第２項の

規定により、下記のとおり通知する。

記

氏 名 又 は 名 称

名簿記載者公告番号

変更があった旨を

公告した年月日
年 月 日

変 更 前 変 更 後

変 更 の 内 容

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する
こと。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第３号（第４条関係）

第 号

名 簿 抹 消 通 知 書

年 月 日

殿

国家公安委員会 印

公告事項通知書（ 年 月 日第 号）に係る者が名簿から抹消

されたので、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施す

る国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第３条第３項において準用する同

条第２項の規定により、下記のとおり通知する。

記

氏 名 又 は 名 称

名簿記載者公告番号

名簿から抹消された

年月日
年 月 日

名簿から抹消された

旨を公告した年月日
年 月 日

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する

こと。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第４号（第７条関係）

（表）

第 号

指 定 通 知 書

年 月 日

殿

国家公安委員会 印

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロ

リストの財産の凍結等に関する特別措置法第４条第１項の規定により、下記の者を指定

したので、同法第５条第３項の規定により、下記のとおり通知する。

記

氏 名 又 は 名 称

別 名

旧 名 称

称 号

役 職

生 年 月 日



（裏）

出 生 地

国 籍

旅 券 番 号

住所又は所在地

指 定 番 号

指定をした理由

指定をした年月日 年 月 日

指定の有効期間

その他参考となる

べき事項

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する
こと。

２ 指定された者が自然人である場合には、「旧名称」欄の記載は要しない。
３ 指定された者が法人その他の団体である場合には、「称号」、「役職」、「生年月
日」、「出生地」、「国籍」及び「旅券番号」欄の記載は要しない。

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第５号（第８条関係）

第 号

指 定 公 告 事 項 変 更 通 知 書

年 月 日

殿

国家公安委員会 印

指定通知書（ 年 月 日第 号）に係る者に関し、公告され

た事項に変更があったので、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏ま

え我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第５条第４項

の規定により、下記のとおり通知する。

記

氏 名 又 は 名 称

指 定 番 号

変更があった旨を

公告した年月日
年 月 日

変 更 前 変 更 後

変 更 の 内 容

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する
こと。
２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第６号（第11条関係）

第 号

指 定 有 効 期 間 延 長 通 知 書

年 月 日

殿

国家公安委員会 印

指定通知書（ 年 月 日第 号）に係る者に関し、国際連合安

全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産

の凍結等に関する特別措置法第６条第１項の規定により、指定の有効期間を延長したの

で、同条第２項において準用する同法第５条第３項の規定により、下記のとおり通知す

る。

記

氏 名 又 は 名 称

指 定 番 号

指定の有効期間を

延長した理由

指定の有効期間を
年 月 日

延長した年月日

延長後の指定の有

効期間

その他参考となる

べき事項

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する
こと。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第７号（第14条関係）

第 号

指 定 取 消 通 知 書

年 月 日

殿

国家公安委員会 印

指定通知書（ 年 月 日第 号）に係る者に関し、国際連合安

全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産

の凍結等に関する特別措置法第７条第１項の規定により、指定を取り消したので、同条

第２項において準用する同法第５条第３項の規定により、下記のとおり通知する。

記

氏 名 又 は 名 称

指 定 番 号

指定の取消しの根拠と
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ

なる条項
我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する

特別措置法第７条第１項第 号

指定を取り消した年月日 年 月 日

その他参考となるべき

事項

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する
こと。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第８号（第15条関係）

（表）

第 号

仮 指 定 通 知 書

年 月 日

殿

国家公安委員会 印

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロ

リストの財産の凍結等に関する特別措置法第８条第１項の規定により、下記の者を仮指

定したので、仮指定に係る同法第５条第３項の規定により、下記のとおり通知する。

記

氏 名 又 は 名 称

別 名

旧 名 称

称 号

役 職

生 年 月 日



（裏）

出 生 地

国 籍

旅 券 番 号

住所又は所在地

仮 指 定 番 号

仮指定をした理由

仮指定をした年月日 年 月 日

仮指定の有効期間

その他参考となる

べき事項

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する
こと。

２ 仮指定された者が自然人である場合には、「旧名称」欄の記載は要しない。
３ 仮指定された者が法人その他の団体である場合には、「称号」、「役職」、「生年
月日」、「出生地」、「国籍」及び「旅券番号」欄の記載は要しない。

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第９号（第15条関係）

第 号

仮 指 定 公 告 事 項 変 更 通 知 書

年 月 日

殿

国家公安委員会 印

仮指定通知書（ 年 月 日第 号）に係る者に関し、公告され

た事項に変更があったので、仮指定に係る国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七

号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第５

条第４項の規定により、下記のとおり通知する。

記

氏 名 又 は 名 称

仮 指 定 番 号

変更があった旨を

公告した年月日
年 月 日

変 更 前 変 更 後

変 更 の 内 容

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する
こと。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第10号（第15条、第16条関係）

第 号

仮 指 定 取 消 通 知 書

年 月 日

殿

国家公安委員会 印

仮指定通知書（ 年 月 日第 号）に係る者に関し、仮指定に

係る 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際

テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法
第７条第１項

の規定により、仮指定を
第８条第７項

取り消したので、
仮指定に係る同条第２項において準用する同法第５条第３項

の規定
同 法 施 行 規 則 第 1 6 条 第 ３ 項

により、下記のとおり通知する。
記

氏 名 又 は 名 称

仮 指 定 番 号

仮指定に係る 国際連合安全保障理事会決議第千二百六

仮指定の取消しの根拠 十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財

となる条項
産の凍結等に関する特別措置法

第７条第１項第 号

第 ８ 条 第 ７ 項

仮指定を取り消した
年 月 日

年月日

その他参考となるべき

事項

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する
こと。

２ 不要な文字は、横線で消すこと。
３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第11号（第17条関係）

（表）

許 可 申 請 書

年 月 日

公安委員会 殿

申請者の氏名又は名称及び住所

㊞

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロ

リストの財産の凍結等に関する特別措置法第10条第１項の規定により、次のとおり許可

を申請します。

氏 名 又 は 名 称

名簿記載者公告番号又は

指定番号若しくは仮指定番号

申請に係る行為の内容

申請に係る行為をしようと

する年月日
年 月 日

申請に係る行為をしようと

する場所

申請に係る行為の相手方の

氏名又は名称



（裏）

申請に係る行為の相手方の

住所

申請に係る行為の相手方と

の関係

取 得 財 産 の 使 用 目 的

取 得 財 産 の 取 得 方 法

特定金銭債権の譲渡の目的

その他参考となるべき事項

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する
こと。

２ 申請に係る行為の相手方が法人その他の団体である場合には、「申請に係る行
為の相手方の氏名又は名称」欄にその代表者の氏名を併せて記載すること。

３ 取得財産がない場合には、「取得財産の使用目的」及び「取得財産の取得方法」
欄の記載は要しない。

４ 特定金銭債権を譲渡しない場合には、「特定金銭債権の譲渡の目的」欄の記載
は要しない。

５ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第12号（第20条関係）

第 号

許 可 証

年 月 日

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロ

リストの財産の凍結等に関する特別措置法第９条の規定により、次のとおり許可する。

公安委員会 印

氏 名 又 は 名 称

名簿記載者公告番号又は

指定番号若しくは仮指定番号

許可に係る行為の内容

許 可 番 号

許可に係る行為の相手方の

氏名又は名称

許可に係る行為の相手方の

住所

許 可 の 条 件

備考 １ 許可に係る行為の相手が法人その他の団体である場合には、「許可に係る行為
の相手方の氏名又は名称」欄にその代表者の氏名を併せて記載すること。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第13号（第21条関係）

許 可 証 再 交 付 申 請 書

年 月 日

公安委員会 殿

申請者の氏名又は名称及び住所

㊞

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロ

リストの財産の凍結等に関する特別措置法第13条第２項の規定により、次のとおり許可

証の再交付を申請します。

氏 名 又 は 名 称

名簿記載者公告番号又は

指定番号若しくは仮指定番号

許 可 年 月 日 年 月 日

許可を受けた行為の内容

許 可 番 号

許可証を亡失し、又は許可

証が滅失した時期

許可証を亡失し、又は許可

証が滅失した場所

許可証を亡失し、又は許可

証が滅失した経緯

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する
こと。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第14号（第22条関係）

許 可 証 返 納 理 由 書

年 月 日

公安委員会 殿

届出者の氏名又は名称及び住所

㊞

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロ

リストの財産の凍結等に関する特別措置法第13条第３項の規定により、次のとおり許可

証を返納します。

氏 名 又 は 名 称

名簿記載者公告番号又は

指定番号若しくは仮指定番号

許 可 年 月 日 年 月 日

許可を受けた行為の内容

許 可 番 号

返 納 理 由 発 生 年 月 日 年 月 日

１ 許可が取り消された。

返 納 理 由 ２ 許可を受けた行為をしないこととなった。

３ 亡失した許可証を発見し、又は回復した。

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する
こと。

２ 数字を付した欄は、該当する数字を○で囲むこと。
３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第15号（第23条関係）

第 号

支 払 禁 止 命 令 書

年 月 日

殿

公安委員会 印

氏名又は名称
命 令 を

受ける者
住 所

上記の者に対し、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が

実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第16条第１項の規定によ

り、下記のとおり命令する。

記

命 令 の 内 容

命令の有効期間

命令をする理由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する
こと。

２ 命令を受ける者が法人その他の団体である場合には、「命令を受ける者」欄中
の「氏名又は名称」欄にその代表者の氏名を併せて記載すること。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第16号（第25条関係）

第 号

支 払 禁 止 命 令 通 知 書

年 月 日

殿

公安委員会 印

氏名又は名称
命 令 を

受けた者
住 所

上記の者に対し、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が

実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第16条第１項の規定によ

り、下記のとおり命令したので、同項の規定により通知する。

記

命 令 の 内 容

命令の有効期間

命令をした理由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する

こと。

２ 命令を受けた者が法人その他の団体である場合には、「命令を受けた者」欄中

の「氏名又は名称」欄にその代表者の氏名を併せて記載すること。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第17号（第26条関係）

第 号

規 制 対 象 財 産 提 出 命 令 書

年 月 日

殿

公安委員会 印

氏 名 又 は 名 称

命 令 を 名簿記載者公告番号又は

受ける者 指定番号若しくは仮指定番号

住 所

上記の者に対し、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が

実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第17条第１項の規定によ

り、下記のとおり規制対象財産の提出を命ずる。

記

規制対象 氏 名 又 は 名 称

財産の所

持者
名簿記載者公告番号又は

指定番号若しくは仮指定番号

規制対象財産の

種類、価額及び

特徴

命令をする理由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する
こと。

２ 命令を受ける者が公告国際テロリストである場合には、「命令を受ける者」欄
中の「住所」欄の記載は要しない。

３ 命令を受ける者が公告国際テロリスト以外の者である場合には、「命令を受け
る者」欄中の「名簿記載者公告番号又は指定番号若しくは仮指定番号」欄の記載
は要しない。

４ 命令を受ける者が公告国際テロリスト以外の者である場合であって、その者が
法人その他の団体であるときは、「命令を受ける者」欄中の「氏名又は名称」欄
にその代表者の氏名を併せて記載すること。

５ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第18号（第27条関係）

第 号

仮 領 置 書

年 月 日

殿

公安委員会 印

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロ

リストの財産の凍結等に関する特別措置法第17条第１項の規定により、下記の規制対象

財産を仮領置した。

記

規制対象 氏 名 又 は 名 称

財産の所

持者
名簿記載者公告番号又は

指定番号若しくは仮指定番号

規制対象 氏 名 又 は 名 称

財産の提

出者 住 所

規制対象

財産の種

類、価額

及び特徴

その他参

考となる

べき事項

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する
こと。

２ 規制対象財産の提出者が規制対象財産の所持者と同一である場合には、「規制
対象財産の提出者」欄中の「氏名又は名称」欄にその旨を記載し、「住所」欄の
記載は要しない。

３ 規制対象財産の提出者が公告国際テロリスト以外の者である場合であって、法
人その他の団体であるときは、「規制対象財産の提出者」欄中の「氏名又は名称」
欄にその代表者の氏名を併せて記載すること。

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第19号（第28条関係）

第 号

仮 領 置 財 産 引 継 書

年 月 日

公安委員会 殿

公安委員会 印

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロ

リストの財産の凍結等に関する特別措置法第17条第２項（同条第８項において準用する

場合を含む。）の規定により、下記の規制対象財産を引き継ぐ。

記

規制対象 氏 名 又 は 名 称

財産の所

持者
名簿記載者公告番号又は

指定番号若しくは仮指定番号

規制対象

財産の種

類、価額

及び特徴

仮領置
年 月 日

年月日

引継理由

その他参

考となる

べき事項

上記のとおり引継ぎを受けた。

年 月 日

公安委員会 印

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する
こと。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第20号（第29条関係）

第 号

仮 領 置 財 産 引 継 通 知 書

年 月 日

殿

公安委員会 印

下記の仮領置に係る規制対象財産の引継ぎを受け、これを引き続き仮領置したので、

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリ

ストの財産の凍結等に関する特別措置法第17条第２項（同条第８項において準用する場

合を含む。）の規定により、下記のとおり通知する。

記

規制対象 氏 名 又 は 名 称

財産の所

持者
名簿記載者公告番号又は

指定番号若しくは仮指定番号

規制対象財産の種類、価額

及び特徴

引継ぎをした都道府県公安

委員会の名称

引継ぎをした都道府県公安
年 月 日

委員会が仮領置した年月日

その他参考となるべき事項

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する
こと。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第21号（第30条関係）

仮 領 置 財 産 返 還 申 請 書

年 月 日

公安委員会 殿

申請者の氏名又は名称及び住所

㊞

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロ

リストの財産の凍結等に関する特別措置法第17条第３項（同条第８項において準用する

場合を含む。）の規定により、次のとおり仮領置に係る規制対象財産の返還を申請しま

す。

氏 名 又 は 名 称

名簿記載者公告番号又は

指定番号若しくは仮指定番号

申請に係る規制対象財産の

種類、価額及び特徴

返 還 を 申 請 す る 理 由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する
こと。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第22号（第31条関係）

仮 領 置 財 産 返 還 受 領 書

年 月 日

公安委員会 殿

受領者の氏名又は名称及び住所

㊞

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロ

第４項

リストの財産の凍結等に関する特別措置法第17条 第５項 （同条第８項において準用す

第７項

る場合を含む。）の規定により、次のとおり仮領置に係る規制対象財産の返還を受けま

した。

氏 名 又 は 名 称

返 還 を 名簿記載者公告番号又は

受けた者 指定番号若しくは仮指定番号

住 所

返還に係る規制

対象財産の種

類、価額及び特

徴

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する
こと。

２ 不要な文字は、横線で消すこと。
３ 返還を受けた者が公告国際テロリストである場合には、「返還を受けた者」欄
中の「住所」欄の記載は要しない。

４ 返還を受けた者が公告国際テロリスト以外の者である場合には、「返還を受け
た者」欄中の「名簿記載者公告番号又は指定番号若しくは仮指定番号」欄の記載
は要しない。

５ 返還を受けた者が公告国際テロリスト以外の者である場合であって、その者が
法人その他の団体であるときは、「返還を受けた者」欄中の「氏名又は名称」欄
にその代表者の氏名を併せて記載すること。

６ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第23号（第32条関係）

第 号

継 続 仮 領 置 書

年 月 日

殿

公安委員会 印

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロ

リストの財産の凍結等に関する特別措置法第17条第７項（同条第８項において準用する

場合を含む。以下同じ。）の規定により、下記の規制対象財産を引き続き仮領置するの

で、同項の規定により通知する。

記

規制対象財
氏 名 又 は 名 称

産の返還を

受ける権利 名簿記載者公告番号又は

を有する者 指定番号若しくは仮指定番号

規制対象財 氏 名 又 は 名 称

産を所持し

ていた者
直近の名簿記載者公告番号又は

指定番号若しくは仮指定番号

引き続き仮

領置する規

制対象財産

の種類、価

額及び特徴

引き続き仮

領置する理

由

その他参考

となるべき

事項

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する
こと。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第24号（第33条関係）

資 料 提 出 等 要 請 書

年 月 日

殿

公安委員会 印

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロ

リストの財産の凍結等に関する特別措置法第19条に基づき、下記の事項について協力を

要請します。

記

【取扱所属の所在地】〒

【担当者氏名】

（電話 ）

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第25号（第34条関係）

提 出 資 料 目 録

年 月 日

公安委員会 印

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロ

リストの財産の凍結等に関する特別措置法第20条第１項の規定により提出者が提出した

下記目録の資料を受領した。

記

氏 名 又 は 名 称

提出者
名簿記載者公告番号又は

指定番号若しくは仮指定番号

提 出 を 受 け た 年 月 日 年 月 日

目 録

番号 標 目 数量 所有者の氏名及び住所 備考

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する
こと。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第26号（第34条関係）

資 料 受 領 書

年 月 日

公安委員会 殿

受領者の氏名又は名称及び住所

㊞

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロ

リストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第34条第２項の規定により、次のと

おり提出した資料の返還を受けました。

氏 名 又 は 名 称
返 還 を

受けた者 名簿記載者公告番号又は

指定番号若しくは仮指定番号

目 録

番号 標 目 数量 所有者の氏名及び住所 備考

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付
すること。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第27号（第35条関係）

（表）

第 号

身 分 証 明 書

写 真 官 職

氏 名

54.0

上記の者は、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我

が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第20条第

１項の規定による立入検査に従事する警察職員であることを証明する。

年 月 日

公安委員会 印

85.6

（裏）

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が

実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法（抜粋）

（立入検査等）

第20条 略

２ 前項の規定による立入検査又は質問をする警察職員は、その身分を示す

証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければな

らない。

３ 略

備考 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。



別記様式第28号（第36条関係）

第 号

行 為 制 限 命 令 書

年 月 日

殿

公安委員会 印

氏名又は名称
命 令 を

受ける者
住 所

上記の者に対し、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が

実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第22条
第１項

の規定によ
第２項

り、下記のとおり命令する。

記

命 令 の 内 容

命令をする理由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する
こと。

２ 不要な文字は、横線で消すこと。
３ 命令を受ける者が法人その他の団体である場合には、「命令を受ける者」欄中
の「氏名又は名称」欄にその代表者の氏名を併せて記載すること。

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第29号（第39条関係）

損 失 補 償 申 請 書

請 求 額： 円

内 訳：損失補償額算出明細書等は、別紙のとおり。

上記請求額を、下記の理由により申請する。

記

請 求 理 由

１ 損失の発生した日時又は期間

２ 損失の内容

年 月 日

国家公安委員会 殿

住所（所在地）

氏名又は名称

備考 １ 請求者が法人その他の団体である場合には、「氏名又は名称」欄にその代表者

の氏名を併せて記載すること。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。


